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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて 

 

 

障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等は、障害の現状に関する医師等の診断書

を日本年金機構に提出することが求められるなど、申請に当たって医療機関の受診が必要

となっているところであります。 

先般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り、治療の観点か

らは急を要さない障害年金診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、提出期限

が令和２年２月末日から令和３年２月末日までの間にある受給権者等について、提出期限が

１年延長されたところであります（令和 2年 5月 19日付健Ⅱ130にて貴会宛ご送付）。 

今般、現下の国内の感染状況においては外出自粛要請等が行われていないこと、及び障害

状態の審査を通じて障害年金の的確な給付を行う必要があることを踏まえ、提出期限が令和

３年２月末日以降である受給権者等については、通常の手続きにより行うこととなり、厚生

労働省より本会に対して周知方依頼がありましたのでご連絡申し上げます。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、貴会管内郡

市区医師会及び関係医療機関への周知方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 



令和２年１１月２４日

公益社団法人日本医師会 御中

厚 生 労 働 省 年 金 局

事業管理課給付事業室

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて

平素より年金事業にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた障害年金診断書の取扱いについては、令和

２年厚生労働省告示第197号「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置

に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提

出すべき日を延長する件」により、障害年金診断書の提出期限が令和２年２月末日から令

和３年２月末日までの間にある受給権者等を対象に、提出期限をそれぞれ１年間延長する

措置を実施したところですが、延長後の提出期限が令和３年２月末日以降である受給権者

等については、現下の国内の感染状況においては外出自粛要請等が行われていないこと、

及び障害状態の審査を通じて障害年金の的確な給付を行う必要があることを踏まえ、通常

どおり、障害年金診断書を提出いただくこととし、令和２年11月末から、順次、日本年金

機構より受給権者等に対して診断書様式を送付することといたしました。

つきましては、本件について、貴会会員等に対して周知いただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。
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